
１ 行政処分の対象者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地） 

 ・氏名又は名称 株式会社とくら 

 ・住所又は所在地 宮城県角田市小田字藤倉３番地８０ 

 

２ 行政処分を行った日 

平成２１年２月９日 

 

３ 行政処分の内容 

産業廃棄物収集運搬業許可の取消し（許可番号：０５４０２１３３６３５） 

 

４ 行政処分の根拠法令 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第１４条の３の２ 

 

５ 行政処分の原因となった事実 

当該事業者は、平成２０年１２月２６日付けで、宮城県知事から産業廃棄物処理業等の許

可の取消処分を受けたことにより、法第１４条第５項第２号イにおいて準用する同法第７条

第５項第４号ニに該当し、このため、法第１４条の３の２第１項第１号により、当該許可を

取消すに至った。 


